
荒川区告示第１８７号 
 
 
  地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十条の二第一項の規

定に基づいて許可を受けた地縁による団体において、次のとおり告示した事

項に変更があった。 
  
 
  令和８年５月１２日 
 

荒川区長  滝口 学 
 
１ 該当部分 
  地方自治法施行規則第１９条第１項第４号 
 
２ 名称 
  西尾久西町会 
 
３ 区  域 
  荒川区東尾久西尾久一丁目１９番、２０番７号～１０号、２８番～３３番 
        西尾久二丁目３０番～３４番、３８番 
 
４ 事務所の所在地 
  荒川区西尾久一丁目２９番１号 
 
５ 代表者の氏名及び住所 
  氏名  内野 国営 
  住所  荒川区西尾久一丁目２６番１０号 
 
６ 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容 
（１）代表者の変更 

変更後の代表者 氏名  内野 国営 
            住所  荒川区西尾久一丁目２６番１０号 

 
 


